１－４.一般高圧ガス保安規則第１２条の基準に対応する書類作成要領

　　対象：第二種製造者（処理量　30Ｎ㎥/日未満）定置式　移動式
　　△特定不活性ガスのみ対象
(30N㎥未満-定置-1）
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	12条
1項
1号
(1)
	準用
	定置式製造設備である製造施設にあっては、第六条第一項第一号、第三号、第六号、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十三号、第二十六号、第三十一号、第三十三号及び第三十五号から第三十九号の二までの基準に適合すること。
	
	
	
	
	

	
	準用6条1項1号
位置・構造・設備基準

境界線・警戒標


・例示基準1


	・事業所の境界線を明示する。
・事業所の出入り口及び製造施設の周囲には警戒標を掲示する。
　　　　（参考例）
地色は白色
その他は黒
文字
朱書
高圧ガス製造事業所
許可年月日　　年　　月　　日
　許可番号　長崎県指令０消保第００号
火　気　厳　禁
関係者以外立入禁止
ガス名　　　　　　　　　　　　
　保安係員　　　　　　　　　　　

	事業所付近状況図に明示
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項3号
火気取扱施設に対する距離

・例示基準2


	・可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設に対して8ｍ以上の距離を確保する。き
・距離が確保できない場合は、流動防止措置を講ずる。
・若しくは、漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる。

流動防止措置
製　造
設　備
火気取扱
施　　設
製　造
設　備
火気取扱
施　　設
迂回距離
８ｍ以上
８ｍ以上

	
配置図に記載

火気取扱施設の種類明記
	
	○
	
	△

	
	準用6条1項6号
貯槽の表示
・例示基準4
	・可燃ガス又は特定不活性ガスの貯槽に直径の10分の1以上の幅で帯状に赤色の塗料を塗るか票紙等を貼付する。
又はガス名を朱書きするか票紙等を貼付する。
	対応状況を記載
	
	○
	
	△

	
	準用6条1項9号
ガスの滞留防止
・例示基準6
	・可燃ガス又は特定不活性ガス製造設備を設置する室は、漏洩したガスが滞留しない構造とする。
・2方向以上の開口部又は換気装置を設置する。
	
配置図に記載

	
	○
	
	△

	
	準用6条1項10号
気密な構造
	・可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備及び空気取入口を除く。）は、気密な構造とすること。
	
	○
	○
	○
	

	
	準用6条1項11号
耐圧試験
・例示基準7
	・高圧ガス設備は、常用圧力の1.5倍以上の水等を使用した耐圧試験に合格したものを使用する。
・液体を使うことが困難な場合は常用圧力の1.25倍以上。
	
	○
	○
	○
	○



(30N㎥未満-定置-2）
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	12条
1項
1号
(2)
	準用6条1項12号
気密試験
・例示基準7
	・高圧ガス設備は常用圧力以上の気密試験に合格したものを使用する。
	
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項13号
肉厚
・例示基準8
	・配管及び導管の肉厚は例示基準8に示す計算により算定する。
	特定設備、認定設備以外は計算書添付
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項16号不同沈下の測定
・例示基準11
	・貯槽は、沈下状況を測定するための措置を講じ告示で定めるところにより測定する。
・その結果、沈下の程度に応じ適切な措置を講ずる。
	
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項19号
圧力計、安全装置の設置

・細目告示7条
・細目告示7条の2
・例示基準13
	・高圧ガス設備には、告示で定めるところにより圧力計を設置する。
イ．常用の圧力の異なる区分ごとに設ける。
ロ．常用圧力を適切に測定できること。
・設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設ける。
	配管系統図等に圧力区分記載

安全装置の計算書添付
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項20号

安全弁の放出管

・例示基準14

	・高圧ガス設備安全弁又は破裂板には放出管を設置する｡
ただし、不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。
・放出管開口部の位置。
イ　可燃性ガス又は特定不活性ガス
地盤面から5ｍ又は貯槽の頂部から2ｍのいずれか高い位置以上で周囲に着火源のない安全な位置
ロ　毒ガスの高圧ガス設備に設けたもの
当該毒ガスの除害設備内
ハ　圧縮水素スタンドの圧縮水素の貯槽
イのほか、敷地境界上鉛直面及び開口部の周囲の着火源から6ｍ以上離れた安全な位置
ニ　その他の高圧ガス設備に設けたもの
　　　建築物又は工作物（放出管と8ｍ以内の火気を扱う建築物等、その他の建築物等で5ｍ以内にあるもの）の高さ以上で周囲に着火源のない安全な位置　
	構造図等に記載
	○
	○
	○
	△

	
	準用6条1項22号
液面計の設置
・例示基準16
	・液化ガスの貯槽には、液面計を設ける。
・不活性ガス(特定不活性ガスを除く｡)又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽にあっては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。
	構造図等に記載
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項23号

置換できる構造等

・例示基準17
	・特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備は、その内部のガスを不活性ガスにより置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。
・相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスの配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
	構造図添付
	○
	○
	
	

	
	準用6条1項26号
防爆設備の設置
	・可燃ガス（アンモニア・ブロムメチルを除く）の高圧ガス設備に係る電気設備は防爆性能を有する構造のものであること。
	対応状況を記載
	
	○
	
	








(30N㎥未満-定置-3）
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	12条
1項
1号
(3)
	準用6条1項31号
ガス漏洩検知警報設備
・例示基準23
	・当該製造施設から漏洩したガスが滞留するおそれのある場所にガス漏洩検知警報設備を設置する。
・対象ガス
可燃性ガス、特定不活性ガス
毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る｡)
	仕様書及び検知部等の配置図添付
	○
	○
	
	△

	
	準用6条1項33号
毒性ガスの識別
措置
・例示基準25
	・毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような識別標を掲げる。
・ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、危険標識を掲げる。
	対応状況を記載
	○
	
	
	

	
	準用6条1項35号
毒性ガスの配管及び継手
・例示基準26
	・毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は溶接により行う。
・溶接によることが適当でない場合は、フランジ接続又はネジ接合継手に代えることができる。
	配置図及び構造図添付
	○
	
	
	

	
	準用6条1項36号
特殊ガス等の配管の二重管
・例示基準27
	・特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の配管はガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずる。
	配置図及び構造図添付
	○
	
	
	

	
	準用6条1項37号
特殊ガス等の除害のための措置
・例示基準28
・例示基準29
	・特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずる。
	構造図及び吸収剤量計算書添付
	○
	○
	
	

	
	準用6条1項38号
静電気除去
・例示基準30
	・可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずる。
	対応状況を記載
	
	○
	
	△

	
	準用6条1項39号

防消火設備
・例示基準31
（31.5.1）


	・可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設ける。
・貯蔵設備(貯槽以外)・処理設備等の消火器の設置数量
　10tにつきＢ-10 の粉末消火器１個相当以上
　最少設置数量は、Ｂ-10 消火器3個相当
・貯槽
防液堤設置の場合、歩行距離75ｍ以下ごと、
その他の貯槽は安全な場所に、能力単位Ｂ-10 の消火器3個以上設置。
	対応状況を記載
	
	○
	○
	

	
	準用6条1項
39号の2
特定不活性ガスの消火設備
・例示基準31
	・特定不活性ガスの貯蔵設備(貯槽以外)・処理設備等の消火器の設置数量
　20tにつきＢ-10 の粉末消火器１個相当以上
　最少設置数量は、Ｂ-10 消火器3個相当
	対応状況を記載
	
	
	
	△





　(30N㎥未満移動式-1)
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	12条
1項
　2号
	
	移動式製造設備である製造施設にあっては、第八条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。
	
	
	
	
	

	
	準用8条1項1号製造設備の場所
	・製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
	配置図に記載
	○
	○
	○
	○

	
	準用8条1項2号警戒標
・例示基準1
	・製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。
・ただし、在宅酸素療法に用いる2ℓ以下の液化酸素の容器に120ℓ未満の容器から充填する場合を除く。
	掲示場所を明示
	○
	○
	○
	○

	
	準用8条1項3号
	第六条第一項第十一号から第十三号までの基準に適合する
	
	
	
	
	

	
	準用6条1項11号耐圧試験
・例示基準7
	・高圧ガス設備は、常用圧力の1.5倍以上の水等を使用した耐圧試験に合格したものを使用する。
・液体を使うことが困難な場合は常用圧力の1.25倍以上。
	
	○
	○
	○
	○

	

	準用6条1項12号気密試験
・例示基準7
	・高圧ガス設備は常用圧力以上の気密試験に合格したものを使用する。
	
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項13号肉厚
・例示基準8
	・配管及び導管の肉厚は例示基準8に示す計算により算定する。
	特定設備、認定設備以外は計算書添付
	○
	○
	○
	○

	
	準用8条1項4号防消火設備
・例示基準31
（31.5.1）
	・可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
・貯蔵設備(貯槽以外)・処理設備等の消火器の設置数量
　イ．特定不活性ガス以外
10tにつきＢ-10 の粉末消火器１個相当以上
最少設置数量は、Ｂ-10 消火器3個相当
　ロ．特定不活性ガス
20tにつきＢ-10 の粉末消火器１個相当以上
　　最少設置数量は、Ｂ-10 消火器2個相当
	材料証明書等
(ﾐﾙｼｰﾄ)の添付
	
	○
	○
	△

	
	
	
	
	
	〇
	〇
	

	
	
	
	
	
	
	
	△






(30N㎥未満-定置-4）(30N㎥未満移動式-2)
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	12条
2項
　1号
	火気等との距離
	高圧ガスを容器に充填するときは、火気を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から5ｍ以内でしないこと。
	配置図に記載
	○
	○
	○
	○

	2号
	準用
	第六条第二項第一号イ、ハ、ニ及びヘ、第二号ロ、ニ、ホ及びト、第三号イからハまで及びホ並びに第四号から第八号までの基準に適合すること。
	
	
	
	
	

	
	準用6条2項1号ｲ
製造基準
· 例示基準33
	イ．安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
	
	○


	○

	○

	○

	
	
準用6条2項1号ﾊ
	ハ．次に掲げるガスは、圧縮しないこと。
(イ)　可燃性ガス中の酸素の容量が全容量の4％以上
(ロ)　酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の4％以上
(ハ)　アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の
　　　容量が全容量の2％以上
(ニ)　酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の
　　　容量の合計が全容量の2％以上	
	
	
	
○

○
	

○


○
	

	
	準用6条2項1号ﾆ
・例示基準42
	ニ．2.5Mpaを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、希釈剤を添加してする。
	
	
	○
	
	

	
	準用6条2項1号ﾍ
	ヘ．三フッ化窒素の充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。
	
	
	○
	
	

	
	準用6条2項2号ﾛ
	ロ．圧縮ガス（アセチレンを除く。）、液化アンモニア、液化炭酸及び液化塩素を継目なし容器に充填するときは、音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、使用しない。
	
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条2項2号ﾆ
・例示基準45
	ニ．アセチレンを容器に充填するときは、充填中の圧力が、2.5Mpa以下でし、かつ、充填後の圧力が温度15度において1.5Mpa以下になるまで静置する。
	
	
	○
	
	

	
	準用6条2項2号ﾎ
	ホ．酸化エチレンを貯槽又は容器に充填するときは、貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにする。
	
	
	○
	
	

	
	準用6条2項2号ﾄ
	ト．三フッ化窒素を容器に充填する場所には可燃性物質（車両に固定した容器等の車両を除く。）を置かないこと
	
	
	
	
	

	
	準用6条2項3号
漏洩・爆発防止基準
・例示基準46
	イ．アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であって適切なものに充填すること。
ロ．シアン化水素の充填（省略）
ハ．シアン化水素の充填容器（省略）
ホ．酸化エチレンの充填容器（省略）
	
	
	○
	
	

	
	準用6条2項4号
日常点検
・例示基準49
	・製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じること。
[bookmark: _Hlk199423593]・使用開始時、使用終了時及び作動状況について、状態監視による確認をもって行うこと等を踏まえ、時点や回数及び方法を決定すること。
	

例示基準に従って基準等を作成すること。
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条2項5号
ガス設備の修理等
	イ．修理等をするときは、作業計画及び作業責任者を定め、責任者の監視の下に行い異常があつたときに直ちにその旨を責任者に通報する。
	

	○
	○
	○
	○

	
	・例示基準50
	ロ．可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素のガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
	
	○
	○
	○
	△


(30N㎥未満-定置-5）(30N㎥未満移動式-3)
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	12条
2項
2号
続き
	
	ハ．修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
	
	○
	○
	○
	○

	
	
	ニ．ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
	
	○
	○
	○
	○

	
	
	ホ．修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
	
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条2項6号
バルブ操作
・例示基準51
	・製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
	
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条2項7号
エアゾールの製造
	省略　　　・例示基準52
	
	
	
	
	

	
	準用6条2項8号
容器置場での貯蔵
	イ．充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
	
	○
	○
	○
	○

	
	
	ロ．可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充填容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
	
	○
	○
	○
	△

	
	
	ハ．容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
	
	○
	○
	○
	○

	
	・例示基準53
	ニ．容器置場（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気のものを除く。）の周囲2ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、厚さ9cmの鉄筋コンクリート障壁等を設ける場合を除く。
	
	○
	○
	○
	△

	
	
	ホ．充填容器等は、常に温度40度以下に保つこと。超低温容器又は低温容器にあっては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの以下に保つこと。
	
	○
	○
	○
	○

	
	
	ヘ．圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度65度以下に保つこと。
	
	
	○
	
	

	
	・例示基準54
	ト．充填容器等（内容積が5ℓ以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
・フルオロカーボン等10kg容器は原則2段積以下
・3段積みの場合はロープをかける等必要。
	
	○
	○
	○
	○

○

	
	
	チ．可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
	
	
	○
	
	

	3号
	油分等の除去
	・酸素又は三フッ化窒素を容器に充填するときは、接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
	

	
	
	○
	

	4号
	充填容器の加熱
	・高圧ガスを充填容器等に充填するため充填容器等、バルブ又は充填用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ　熱湿布を使用すること。
ロ　温度40度以下の温湯等を使用すること。
ハ　設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備を使用すること。
	
	○
	○
	○
	○

	5号
	シアン化水素
	省略
	
	
	
	
	



(30N㎥未満移動式-4)
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	12条
2項
6号
	容器への充填
（移動式のみ）
	・移動式製造設備である製造設備は、車両に固定した容器（当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充填するためのものに限る。）には充填しないこと。ただし、第一種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事に届け出た場所において当該容器に充填する場合は、この限りでない。
	
	○
	○
	○
	○
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